
別紙

新（変更後） 旧（現行）

（職務）

第 14 条 理事長は、この法人を代表し、その

業務を総理する。

２ 理事長以外の理事は、法人の業務につい

て、この法人を代表しない。

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に

事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理

事長があらかじめ指名した順序によって、そ

の職務を代行する。

４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定

め及び理事会の議決に基づき、この法人の業

務を執行する。

５ 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法

人の業務又は財産に関し不正の行為又は法

令若しくは定款に違反する重大な事実があ

ることを発見した場合には、これを総会又は

所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合に

は、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財

産の状況について、理事に意見を述べ、若し

くは理事会の招集を請求すること。

（職務）

第 14 条 理事長は、この法人を代表し、その

業務を総理する。

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に

事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理

事長があらかじめ指名した順序によって、そ

の職務を代行する。

３ 理事は、理事会を構成し、この定款の定

め及び理事会の議決に基づき、この法人の業

務を執行する。

４ 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法

人の業務又は財産に関し不正の行為又は法

令若しくは定款に違反する重大な事実があ

ることを発見した場合には、これを総会又は

所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合に

は、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財

産の状況について、理事に意見を述べ、若し

くは理事会の招集を請求すること。

（権能）

第 22 条 総会は、以下の事項について議決す

る。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

(5) 事業報告及び活動決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

(8) 借入金（その事業年度内の収益をもって

償還する短期借入金を除く。第 49 条におい

て同じ。）その他新たな義務の負担及び権利

の放棄

(9) 事務局の組織及び運営

(10) その他運営に関する重要事項

（権能）

第 22 条 総会は、以下の事項について議決す

る。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更

(5) 事業報告及び収支決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

(8) 借入金（その事業年度内の収入をもって

償還する短期借入金を除く。第 49 条におい

て同じ。）その他新たな義務の負担及び権利

の放棄

(9) 事務局の組織及び運営

(10) その他運営に関する重要事項



新（変更後） 旧（現行）

（開催）

第 23 条 通常総会は、毎事業年度１回開催する。

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に

開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたと

き。

(2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的

である事項を記載した書面をもって招集の請求

があったとき。

(3) 第 14 条第 5 項第４号の規定により、監事か

ら招集があったとき。

（開催）

第 23 条 通常総会は、毎事業年度１回開催する。

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に

開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたと

き。

(2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的

である事項を記載した書面をもって招集の請求

があったとき。

(3) 第 14 条第４項第４号の規定により、監事か

ら招集があったとき。

（議決）

第 27 条 総会における議決事項は、第 24 条第

３項の規定によってあらかじめ通知した事項と

する。

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほ

か、出席した正会員の過半数をもって決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。

３ 理事又は社員が総会の目的である事項につ

いて提案した場合において、社員の全員が書面

により同意の意思表示をしたときは、当該提案

を可決する旨の社員総会の決議があったものと

みなす。

（議決）

第 27 条 総会における議決事項は、第 24 条第

３項の規定によってあらかじめ通知した事項と

する。

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほ

か、出席した正会員の過半数をもって決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。

（議事録）

第 29 条 総会の議事については、次の事項を記

載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は

表決委任者がある場合にあっては、その数を付

記すること。）

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその会議において選任

された議事録署名人２人以上が署名、押印しな

ければならない。

３ 前 2 項の規定に関わらず、正会員全員が書面

により同意の意思表示をしたことにより、総会

の決議があったとみなされた場合においては、

次の事項を記載した議事録を作成しなければな

らない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項

の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

（議事録）

第 29 条 総会の議事については、次の事項を記

載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は

表決委任者がある場合にあっては、その数を付

記すること。）

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその会議において選任

された議事録署名人２人以上が署名、押印しな

ければならない。



新（変更後） 旧（現行）

（開催）

第 32 条 理事会は、次の各号の一に該当する場

合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の３分の２以上から会議の目的で

ある事項を記載した書面をもって招集の請求が

あったとき。

(3) 第 14 条第５項第５号の規定により、監事か

ら招集の請求があったとき。

（開催）

第 32 条 理事会は、次の各号の一に該当する場

合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の３分の２以上から会議の目的で

ある事項を記載した書面をもって招集の請求が

あったとき。

(3) 第 14 条第４項第５号の規定により、監事か

ら招集の請求があったとき。

（事業計画及び予算）

第 43 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活

動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経な

ければならない。

（事業計画及び予算）

第 43 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収

支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経な

ければならない。

（暫定予算）

第 44 条 前条の規定にかかわらず、やむを得な

い理由により予算が成立しないときは、理事長

は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前

事業年度の予算に準じ収益費用を講ずることが

できる。

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収

益費用とみなす。

（暫定予算）

第 44 条 前条の規定にかかわらず、やむを得な

い理由により予算が成立しないときは、理事長

は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前

事業年度の予算に準じ収入支出することができ

る。

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収

入支出とみなす。

（予備費の設定及び使用）

第 45 条 予算超過又は予算外の費用に充てるた

め、予算中に予備費を設けることができる。

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経

なければならない。

（予備費の設定及び使用）

第 45 条 予算超過又は予算外の支出に充てるた

め、予算中に予備費を設けることができる。

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経

なければならない。

（事業報告及び決算）

第 47 条 この法人の事業報告書、活動計算書、

貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類

は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作

成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なけ

ればならない。

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に

繰り越すものとする。

（事業報告及び決算）

第 47 条 この法人の事業報告書、収支計算書、

貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類

は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作

成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なけ

ればならない。

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に

繰り越すものとする。



新（変更後） 旧（現行）

（定款の変更）

第 50 条 この法人が定款を変更しようとすると

きは、総会に出席した正会員の２分の１以上の

多数による議決を経、かつ、法第 25 条第３項に

規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の

認証を得なければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特

定非営利活動に係る事業の種類

(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地

（所轄庁変更を伴うものに限る）

(5) 社員の得喪に関する事項

(6) 役員に関する事項（役員の定款に関する事

項を除く）

(7) 会議に関する事項

(8) その他の事業を行う場合における、その種

類その当該その他の事業に関する事項

(9) 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき

事項に限る）

(10) 定款の変更に関する事項

（定款の変更）

第 50 条 この法人が定款を変更しようとすると

きは、総会に出席した正会員の２分の１以上の

多数による議決を経、かつ、軽微な事項として

法第 25 条第３項に規定する以下の事項を除い

て所轄庁の認証を得なければならない。

(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地

（所轄庁の変更を伴わないもの）

(2) 資産に関する事項

(3) 公告の方法


